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（参考資料６） 

現行の減免規程 

 

【海峡ゆめタワー以外の施設】 

施 設 名 減 免 の 対 象 減免割合 

 

展示見本市会場 

 

イベントホール 

 

国際会議場 

 

海峡ホール 

 

会議室 

 

特別応接室 

 

応接室 

 

和室 

 

(1)国際交流の促進及び産業・貿易の振興を目的と

し、営利若しくは宣伝を目的としない活動で次の

いずれかに該当する場合 

 

① 国及び市町村が主催（国及び市町村が参画す

る実行委員会による場合を含む）、共催若しく

は後援する催物 

 

② (一財)山口県国際総合センターが施設の利用

促進を目的として行う催物 

 

③ 障害者手帳の所持者・団体での使用にあたっ

ては、使用主体の過半数が障害者手帳所持者

である場合 

 

(2)県が主催（県が参画する実行委員会による場合

を含む）、共催若しくは後援する催物 
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【海峡ゆめタワー】 

 減 免 の 対 象 減免額 

利 

用 

者 

の 

う 

ち 

右 

記 

に 

記 

載 

さ 

れ 

て 

い 

る 

者 

１ 身体障害者（身体障害者手帳の交付を受けている者） 半 額 

２ 戦傷病者（戦傷病者手帳の交付を受けている者） 半 額 

３ 知的障害児者（療育手帳の交付を受けている者） 半 額 

４ 精神障害児者（精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者） 半 額 

５ 上記１から４の項までに該当する者の介護人一人 全 額 

６ 生活保護を受けている者 半 額 

７ 高齢者（６５歳以上の者） 半 額 

８ 
学校教育法に規定する高等学校の生徒、中等教育学校の後期課程

並びに高等専門学校の学生である者 
半 額 

９ 

児童福祉法に規定する保育所、学校教育法に規定する幼稚園、小

学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校並びに特

別支援学校の公式行事により、海峡ゆめタワーを利用する引率の

教員、職員 

全 額 

10 
海峡ゆめタワーの利用者を引率する添乗員、バスガイド、バスの

運転手、タクシーの運転手等 
全 額 

11 
海峡ゆめタワーの広報を目的に利用する添乗員、バスガイド、バ

スの運転手、タクシーの運転手等 
全 額 

12 海峡ゆめタワーの取材を目的に利用する報道関係者 全 額 

13 

子供向けイベント（県の承認を得たものに限る）に参加する学校

教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校

の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び

生徒もしくはこれに準ずる者 

全 額 

14 
(一財)山口県国際総合センターが主催又は共催となって実施す

る催物の参加者 
半 額 

15 
(一財)山口県国際総合センターと山口県が共同で実施する事業

の参加者 
全 額 

16 
山口県又は下関市が主催、共催又は後援となって実施する催物の

参加者のうち、知事が必要があると認める者 
半 額 

17 

山口県が定める「こどもや子育てにやさしい休み方改革」月間（１

１月）の期間中に子ども（１８歳に達する日以後の最初の３月３

１日までにある者）を連れて利用する保護者等の団体 

全 額 

 


